
令和４年４月1日改訂（R４.４・5,000）

＊下記の内容は一般的な解釈に基づいてまとめたものです。最終判断は所轄の税務署になります。

（1）掛金（従業員分）のうち、共済保険料と経費充当額は、事業主が保険金受取金の場合、これら相当額を福利厚生費として
損金算入処理ができます。
（2）経営者分の共済保険料充当額は、確定申告の際、生命保険料として所得から控除されます。
（3）被保険者が従業員で保険金受取人が親族の場合、特定の従業員のみを被保険者としている場合は給与となり、掛金相当
額を従業員に対する現物給与として計上したときに損金算入処理ができます。※

（1）掛金のうち共済保険料と経費充当額は会社が保険金受取人の場合、会社の複利厚生費として損金算入処理ができます。
（2）被保険者が従業員で保険金受取人が親族の場合、特定の従業員のみを被保険者としている場合は給与となり、掛金相当
額を従業員に対する現物給与として計上したときに損金算入処理ができます。※

被保険者
事業主
専従者のみ

専従者と全従業員
従業員
従業員

役員・従業員（役員の家族含む）
従業員
従業員等

加入者（掛金者）

個人事業主

法人

従業員等

保険金受取人

親族

事業主

親族
法人
親族
親族

保険料

家事費

必要経費（福利厚生費）

必要経費（福利厚生費）※
損金計上（福利厚生費）
損金計上（福利厚生費）※

生命保険料控除対象

経理処理加入形態
事務手数料

家事費

必要経費
（雑費）

損金計上
（雑費）
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約309.5万円

約268.9万円

最長90歳まで継続可能

〈取扱金融機関：㈱伊予銀行〉

2

設備資金と運転資金については、愛媛県信用保証協会
が定める保証料が必要です（企業の業績に応じて９段階
に区分）。保証料は融資実行の際に銀行窓口で支払って
いただきます。
生活資金については、いよぎん保証(株)が定める保証料
が必要です。

■貯蓄積立金及び利息
毎月の掛金（１口２,０００円）より、年払いの保険料（年
齢・性別により異なる）と年間経費を差引いた残りの金
額を貯蓄積立金として１０年間積み立てていきます。貯蓄
積立金利息は複利で計算されるので、自己資金が蓄積
されます。将来の資金づくりにも最適です。
※貯蓄積立金は金利の変動により変わります。
※金融機関が破たんした場合、預金保護機構による預
金者保護が図られますが、破綻金融機関の財産状況に
応じて減額される事もあります。

■満期
満期時には、10年間の貯蓄積立金（元利合計）と配当金
をお支払いします。

■積立金一部取崩し
貯蓄共済を中途解約せずに積立金を一部取り崩して払
出しする事ができます。
（詳細は、商工会にお問い合わせください）

■中途解約
中途解約の際にはそれまでの貯蓄積立金と利息をお支
払いします。なお、掛金を４回以上延滞された場合は除
斥脱退になることがあります。

加入期間は10年です。掛金は１口2,000円／月で、被保
険者１人につき最高10口まで加入できます。

●積立金利息は、複利で計算されるので、自己資金が蓄積されます。
●積立金一部取崩制度により、中途解約せずに積立金の一部払戻しを受ける事ができます。
●満期時に健康状態が悪くても、同額保険金まで更新可能です。（告知不要です）
●リビング・ニーズ特約が無料でセットされています。

ご存知ですか？商工貯蓄共済のメリット！

商工貯蓄共済のしくみ（イメージ図）

死亡の場合　保険金

積立金（掛金－保険料－経費）
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死亡時の保障＝ ＋
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令和４年４月1日改訂（R４.４・5,000）

＊下記の内容は一般的な解釈に基づいてまとめたものです。最終判断は所轄の税務署になります。

（1）掛金（従業員分）のうち、共済保険料と経費充当額は、事業主が保険金受取金の場合、これら相当額を福利厚生費として
損金算入処理ができます。
（2）経営者分の共済保険料充当額は、確定申告の際、生命保険料として所得から控除されます。
（3）被保険者が従業員で保険金受取人が親族の場合、特定の従業員のみを被保険者としている場合は給与となり、掛金相当
額を従業員に対する現物給与として計上したときに損金算入処理ができます。※

（1）掛金のうち共済保険料と経費充当額は会社が保険金受取人の場合、会社の複利厚生費として損金算入処理ができます。
（2）被保険者が従業員で保険金受取人が親族の場合、特定の従業員のみを被保険者としている場合は給与となり、掛金相当
額を従業員に対する現物給与として計上したときに損金算入処理ができます。※

被保険者
事業主
専従者のみ

専従者と全従業員
従業員
従業員

役員・従業員（役員の家族含む）
従業員
従業員等

加入者（掛金者）

個人事業主

法人

従業員等

保険金受取人

親族

事業主

親族
法人
親族
親族

保険料

家事費

必要経費（福利厚生費）

必要経費（福利厚生費）※
損金計上（福利厚生費）
損金計上（福利厚生費）※

生命保険料控除対象

経理処理加入形態
事務手数料

家事費

必要経費
（雑費）

損金計上
（雑費）


